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第
１
章　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
に
関
わ
る
法
令
に
つ
い
て  

 　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
と
法
令
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
、
理
事
長
に
な
っ
た
が
、
知
っ
と
く
べ
き
法
令
は
な
に
か
を
ま
ず

学
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
。

　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
に
関
わ
る
法
令
に
つ
い
て
Ｑ
＆
Ａ
で
紹
介
し
ま
す
。

Q1
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
に
関
わ
る
法
令
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
に
か
か
わ
る
法
律
に
つ
い
て
、
理
事
長
が
知
っ
て
お
く
べ
き
、
あ
る
い
は
理
解
し
て
お
く
べ
き
も
の
が
い
く
つ

か
あ
り
ま
す
の
で
次
に
紹
介
し
ま
す
。
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A1
民
法
以
外
に
は
お
よ
そ
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す

　

民
法
以
外
の
法
律
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

①
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律

②
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律

③
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

Q2
国
土
交
通
省
の
施
策
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

　

そ
れ
以
外
に
、
国
土
交
通
省
の
政
策
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

A2
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
標
準
指
針
等
を
作
成
し
法
令
の
目
指
す
方
向
性
を
具
体
的
に
示
し
て
い
ま
す
。

　

国
土
交
通
省
で
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
標
準
指
針
等
を
作
成
し
、
法
令
の
目
指
す
方
向
性
を
具
体
的
に
発
信
し
て
い
ま
す
。

Q3
当
局
以
外
の
外
郭
団
体
で
ど
の
よ
う
な
組
織
が
あ
り
ま
す
か
？

　

こ
の
ほ
か
。
当
局
以
外
の
外
郭
団
体
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
と
有
益
な
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
か
ら
も
有
用
な
情
報
を
得
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
次
の
２
つ
の
団
体
で
す
。
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A3
主
な
外
郭
団
体

①
公
益
財
団
法
人
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ン
タ
ー

https://w
w
w
.m
ankan.org/

　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
の
運
営
、
管
理
規
約
の
内
容
、
長
期
修
繕
計
画
作
成
・
修
繕
積
立
金
算
出
な
ど
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
向
け
の

情
報
を
積
極
的
に
発
信
し
て
い
ま
す
。
同
セ
ン
タ
ー
で
は
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ン
タ
ー
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
」
を
毎
月
書
人
に
発
行
し
て

い
ま
す
。 

当
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ
、 

マ
ン
シ
ョ
ン
み
ら
い
ネ
ッ
ト
、セ
ミ
ナ
ー
相
談
事
例
な
ど
の
各
種
案
内
、行
政
情
報
や
法
令
・

判
例
情
報
、 

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
関
係
団
体
な
ど
の
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
か
ら
、
登
録
す
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。

https://w
w
w
.m
ankan.or.jp/10_m

ailm
aga/m

ailm
aga.htm

l

②
公
益
財
団
法
人
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
・
紛
争
処
理
支
援
セ
ン
タ
ー

https://w
w
w
.chord.or.jp/chord_offi

cial/index.htm
l

　

同
セ
ン
タ
ー
は
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
を
つ
く
り
、
長
く
活
用
し
て
、
豊
か
な
住
生
活
の
実
現
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
本
格
的
な
時
代

の
要
請
と
な
っ
て
い
る
中
、
住
宅
市
場
の
整
備
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
住
宅
の
品
質
を
高
め
る
施
策
と
消
費
者

の
利
益
の
保
護
及
び
増
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
し
、
住
宅
政
策
の
推
進
の
一
翼
を
担
い
、「
住
宅
品
質
確
保
法
」、「
住
宅
瑕
疵
担
保
履

行
法
」
に
基
づ
き
、
消
費
者
の
利
益
の
保
護
や
住
宅
紛
争
の
迅
速
、
適
正
な
解
決
を
図
る
た
め
、
住
宅
相
談
、
住
宅
紛
争
処
理
へ
の
支
援

等
の
幅
広
い
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
消
費
者
が
安
心
し
て
リ
フ
ォ
ー
ム
を
行
え
る
健
全
な
リ
フ
ォ
ー
ム
市
場
の
整
備
を
目
指
し
、
情
報
提
供
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

理
事
長
に
な
ら
れ
感
じ
て
い
る
思
い
ま
す
が
、
通
常
は
、
管
理
会
社
を
通
じ
て
し
か
管
理
の
実
態
と
い
う
も
の
が
見
え
な
い
の
で
、
こ
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う
し
た
法
令
や
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
、
本
当
に
そ
ん
な
も
の
は
あ
っ
た
の
か
と
思
う
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

通
常
こ
う
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
管
理
会
社
は
、
理
事
長
や
管
理
組
合
役
員
の
み
な
さ
ん
に
近
づ
け
さ
せ
た
く
な
い
よ
う
で
す
。

　

な
る
べ
く
な
ら
、
管
理
会
社
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
何
か
を
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　

全
建
セ
ン
タ
ー
は
、
管
理
組
合
が
自
主
自
律
を
持
っ
て
活
動
す
る
の
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
う
し
た
も
の
を
ご
用
意
し
て
、

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
理
事
長
に
就
任
さ
れ
た
ら
第
一
歩
と
し
て
、
ぜ
ひ
こ
れ
ら
に
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

改
修
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
手
法
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル

　

当
局
で
用
意
し
て
い
る
も
の
に
、
次
の
よ
う
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
り
ま
す
。

　

国
土
交
通
省
か
ら
平
成
16
年
６
月
に
発
表
、
平
年
22
７
月
に
改
定
さ
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
す
。

　

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
は
じ
め
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
居
住
環
境
を
良
好
な
状
態
に
維
持
又
は
改
善
し
、
そ
の
資
産
価
値
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
大
規
模
修
繕

や
改
修
、
建
替
え
な
ど
の
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
」
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
建
築
後
年
数
の
経
過
に
つ
れ
、
マ
ン
シ
ョ

ン
の
劣
化
や
陳
腐
化
が
進
み
ま
す
か
ら
、
修
繕
を
計
画
的
に
行
い
、
建
物
を
適
切
に
維
持
す
る
と
と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
水
準
を
そ
の

時
代
時
代
に
求
め
ら
れ
る
性
能
・
機
能
に
見
合
う
よ
う
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
改
修
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
、
修

繕
や
改
修
の
適
切
な
実
施
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
長
寿
命
化
を
図
り
、
省
資
源
に
よ
る
環
境
負
荷
を
軽
減
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

ま
た
、
相
当
の
建
築
後
年
数
が
経
ち
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
性
能
や
機
能
が
著
し
く
低
下
し
た
場
合
や
、
劣
化
等
に
よ
り
地
震
に
対
す
る
安
全

性
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
た
場
合
な
ど
に
お
い
て
は
、
改
修
と
の
比
較
に
よ
り
、
建
替
え
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。」 
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151
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
計
画
修
繕
や
大
規
模
修
繕
工
事
に
対
し
て
管
理
組
合
が
取
り
組
む
と
き
の
指
針
が
細
か
く
明
示
さ
れ
て
い
ま

す
。

https://w
w
w
.tebra.top/sem

i-19-0922-2
http://m

-saisei.info/horei/enkatsuka/m
anual/kaisyu.pdf　

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
次
の
４
つ
項
目
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

①
改
修
に
よ
る
再
生
マ
ニ
ュ
ア
ル

②
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
か
修
繕
を
判
断
す

る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

③
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
に
向
け
た
合
意
形

成
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル

④
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
実
務
マ
ニ
ュ
ア
ル

⑤
マ
ン
シ
ョ
ン
耐
震
化
マ
ニ
ュ
ア
ル

　

改
修
に
よ
る
再
生
を
ど
う
進
め
る
か
、

ま
た
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
建
て
替
え
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
耐
震
化
に
関

し
て
も
管
理
組
合
の
目
線
に
立
っ
た
マ

ニ
ュ
ア
ル
で
す
。
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技
術
的
、
あ
る
い
は
管
理
組
合
の
運
営
、
理
事
長
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
進
め
る
べ
き
内
容
も
、
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
様
々
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
長
期
修
繕
計
画
作
成
に
関
し
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
長
期
修
繕
計
画
の
作
成
や
見
直
し
及
び
修
繕
積
立
金
の
額
の
設
定
に
関
し
て
、
基
本

的
な
考
え
方
等
と
長
期
修
繕
計
画
標
準
様
式
を
使
用
し
て
の
作
成
方
法
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
適
切
な
内
容
の
長
期
修
繕
計
画
の
作
成
及

び
こ
れ
に
基
づ
い
た
修
繕
積
立
金
の
額
の
設
定
を
促
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
計
画
修
繕
工
事
の
適
時
適
切
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。（https://w
w
w
.m
lit.go.jp/com

m
on/001172736.pdf

）

マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
積
立
金
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　

国
土
交
通
省
は
平
成
23
年
４
月
に
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
積
立
金
等
に
関
す
る
検
討
会
」（
秋
山
哲
一
東
洋
大
学
理
工
学
部
建
築
学
科

教
授
）
に
お
け
る
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
修
繕
積
立
金
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
や
修
繕
積
立
金
の
額
の
目
安
を
示
し
た
「
修
繕
積
立
金

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
て
い
ま
す
。（https://w

w
w
.m
lit.go.jp/com

m
on/001080837.pdf

）
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長
期
修
繕
計
画
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
コ
メ
ン
ト

　

現
状
の
耐
震
性
、
区
分
所
有
者
の
要
望
等
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
「
マ
ン
シ
ョ
ン
耐
震
化
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
国
土
交
通
省
）」、「
改
修
に

よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
手
法
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
国
土
交
通
省
）」
等
を
参
考
と
し
、
建
物
及
び
設
備
の
耐
震
性
、
断
熱
性
等
の

性
能
向
上
を
図
る
改
修
工
事
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
ま
す
。
高
経
年
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
「
マ
ン
シ
ョ
ン

の
建
替
え
か
修
繕
か
を
判
断
す
る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
国
土
交
通
省
）」
等
を
参
考
と
し
、
建
替
え
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
を
行
う
こ

と
が
望
ま
る
。（https://w

w
w
.m
lit.go.jp/com

m
on/001172737.pdf

）

　

最
近
、
浸
水
で
、
電
気
系
統
の
シ
ス
テ
ム
が
ダ
ウ
ン
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
実
は
建
築
物
に
お
け
る
電
気
設
備
の
浸
水

対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
、
き
ち
ん
と
出
て
い
ま
す
。

①
長
期
修
繕
計
画
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

②
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
積
立
金
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

③
建
築
基
準
法
第
86
条
第
1
項
等
に
基
づ
く
｜
団
地
認
定
の
特
定
行
政

庁
に
よ
る
職
権
取
消
し
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

④
耐
震
性
不
足
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

⑤
建
築
物
に
お
け
る
電
気
設
備
の
浸
水
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

⑥
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
工
要
領
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

⑦
こ
れ
は
東
京
都
だ
け
で
す
が
都
の
制
度
と
し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
出
て
お
り
ま
す
。
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（https://w
w
w
.m
ansion-tokyo.m

etro.tokyo.lg.jp/kanri/03guideline.htm
l

）

　

ど
の
よ
う
な
周
期
で
ど
の
よ
う
な
対
応
で
修
繕
を
し
て
い
く
の
か
と
い
う
マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
修
繕
の
要
に
な
る
長
期
修
繕
計
画
を
ど

の
よ
う
な
内
容
で
作
っ
た
ら
い
い
か
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
指
針
、
そ
れ
か
ら
修
繕
積
立
金
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
1
住
戸
あ
た

り
ど
の
程
度
の
修
繕
積
立
金
が
妥
当
な
範
囲
帯
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど
が
具
体
的
に
出
て
い
ま
す
。

　

設
備
あ
る
い
は
特
に
機
械
式
駐
車
場
が
あ
る
場
合
、
割
り
増
し
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
も
具
体
的
に
記
載
が
あ
り
ま
す
。、

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
標
準
指
針

　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
に
か
か
わ
る
標
準
様
式
や
指
針
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

（https://w
w
w
.m
lit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000053.htm

l

）

①
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
標
準
指
針

②
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準
管
理
委
託
契
約
書

③
標
準
管
理
規
約
単
棟
型/

団
地
型/

複
合
型

④
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
指
針

　

こ
う
し
た
内
容
は
、
実
は
自
主
自
律
、
主
体
性
が
あ
る
と
、
大
変
有
効
的
な
も
の
に
な
り
ま
す
が
、
理
事
長
が
そ
う
思
っ
て
も
、
管
理

会
社
さ
ん
の
管
理
下
で
は
言
い
に
く
い
よ
う
で
す
。

　

こ
う
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
ネ
ッ
ト
で
入
手
で
き
ま
す
か
ら
、
自
分
の
手
元
に
置
い
て
、
読
み
込
ん
で
い
た
だ
く
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
理
事
長
と
し
て
の
第
一
歩
を
始
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。



12

マ
ン
シ
ョ
ン
総
合
調
査

　
　

こ
の
ほ
か
、
参
考
に
な
る
統
計
等
々
も
あ
り
ま
し
す
。
国
土
交
通
省
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
総
合
調
査
を
4
年
に
1
度
や
っ
て
お
り
、

こ
こ
で
は
、
世
間
一
般
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
ど
の
よ
う
な
時
期
に
修
繕
を
し
て
る
の
か
、
理
事
や
役
員
、
委
員
が
ど
ん
な
よ
う
な
こ
と
を
し

て
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、全
国
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、そ
の
結
果
を
公
表
し
て
い
ま
す
。
直
近
の
デ
ー

タ
は
平
成
30
年
の
も
の
で
す
。（https://w

w
w
.m
ankan.or.jp/05_books_arc/3530.htm

l

）

　

理
事
長
に
な
ら
れ
た
と
き
に
、
様
々
な
こ
と
取
り
組
む
際
に
、
よ
そ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
か
、
一

般
的
に
は
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
対
処
し
て
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
な
ど
、
貴
重
な
情
報
が
網
羅
さ
れ
て
い
ま
す
。　

　

管
理
会
社
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
と
、
個
人
情
報
と
か
、
契
約
上
の
守
秘
義
務
が
あ
っ
て
、
よ
そ
で
は
こ
う
し
ま
し
た
、
あ
あ
し
ま
し

た
と
い
う
部
分
が
契
約
上
も
実
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
に
く
い
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
ど
こ
か
ら
入
手
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、
実
は
ち
ょ
っ
と
怪
し
げ
な
情
報
も
正

解
と
思
っ
て
取
り
入
れ
、
そ
れ
が
た
め
に
間
違
っ
た
方
向
に
行
く
理
事
長
も
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
公
的
調
査
（
マ
ン
シ
ョ
ン
総
合
調

査
）
は
、
他
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
情
報
を
得
る
ツ
ー
ル
と
し
て
十
分
に
使
え
る
も
の
で
す
。
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マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法
に
つ
い
て

　

次
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法
等
に
つ
い
て
多
少
詳
し
く
説
明
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

目
的

　

多
数
の
区
分
所
有
者
が
居
住
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
重
要
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
を
推

進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
良
好
な
な
居
住
環
境
の
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定

向
上
等
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

管
理
組
合
に
よ
る
管
理
の
適
正
化
を
確
保
す
る
た
め
の
施
策

（1）
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
指
針
の
策
定

（2）
管
理
組
合
、
区
分
所
有
者
に
よ
る
適
正
な
管
理
に
関
す
る
努
力
義
務
規
定

（3）
国
・
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
情
報
提
供
等
の
措
置

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
資
格
の
創
設

（1）
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士

国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
て
、
管
理
組
合
の
運
営
そ
の
他
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
し
、
相
談
に
応
じ
、
助
言･

指
導
等
を
業
と

し
て
行
う
者

（2）
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
義
務
等

信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
、
講
習
受
講
義
務
、
秘
密
保
持
義
務
、
名
称
使
用
制
限

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
の
適
正
化
の
た
め
の
措
置

（1）
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
登
録
制
度
の
創
設
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● 
登
録
の
義
務
づ
け

● 
管
理
業
務
主
任
者
の
設
置

● 

業
務
規
制
（
重
要
事
項
説
明
、
委
託
契
約
書
面
交
付
義
務
、
修
繕
積
立
金
等
の
分
別
管
理
）

● 

情
報
開
示
（
管
理
実
績
、
財
務
諸
表
等
）

（2）
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
の
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め
の
団
体
の
指
定

● 

管
理
業
に
関
す
る
苦
情
の
解
決

● 

管
理
業
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
研
修

●
管
理
費
等
に
つ
い
て
の
保
証

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
支
援
の
た
め
の
専
門
的
な
組
織
の
指
定

（1）
管
理
に
関
す
る
相
談
、
苦
情
処
理

（2）
管
理
組
合
へ
の
情
報
提
供
、
技
術
的
支
援

分
譲
段
階
に
お
け
る
適
正
化
の
措
置

竣
工
図
書
の
管
理
組
合
へ
の
引
渡
の
徹
底
等

（
平
成
12
年
12
月
8
日
法
律
第

149
号
よ
り
１
部
引
用
抜
粋
）

　

先
ほ
ど
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
あ
る
い
は
指
針
、
そ
う
し
た
も
の
と
適
正
化
法
等
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
か
見
て
み
ま
す
。
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『
令
和
２
年
７
月
27
日
国
土
交
通
省

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
へ
の
全
国
一
斉
立
入
検
査
結
果(

令
和
元
年
度)

国
土
交
通
省
の
各
地
方
整
備
局
及
び
北
海
道
開
発
局
並
び
に
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
に
お
い
て
、過
去
の
立
入
検
査
状
況
等
を
勘
案
し
、

全
国
の
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
う
ち
１
４
５
社
に
対
し
、
令
和
元
年
10
月
か
ら
概
ね
３
ヶ
月
の
間
に
、
事
務
所
等
へ
の
立
入
検
査
を
実

施
し
ま
し
た
。

１
．
目
的

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
適
正
化
法
」
と
い
う
。）
が
平
成
13
年
８
月
に
施
行
さ
れ
、
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
業
者
の
登
録
数
が
１
，
９
６
２
社
（
令
和
元
年
度
末
現
在
）、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ス
ト
ッ
ク
戸
数
が
約
６
６
６
万
戸
（
令
和
元
年
末

現
在
）
に
達
す
る
中
で
、
各
登
録
業
者
が
適
正
化
法
に
基
づ
き
適
正
に
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
を
営
む
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
平
成
17
年
度
以
降
、
各
地
方
整
備
局
等
に
お
い
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
へ
の
全
国
一
斉
立
入
検
査
を
実
施
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
令
和
元
年
度
に
お
い
て
も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
事
務
所
等
へ
立
ち
入
り
、
適
正
化
法
に
係
る
法
令
の
遵
守
状
況
に

つ
い
て
検
査
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
是
正
指
導
等
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
適
正
化
を
推
進
す
る
も
の
で
す
。

２
．
検
査
結
果

今
回
の
検
査
で
は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
管
理
業
務
主
任
者
の
設
置
、
重
要
事
項
の
説
明
等
、
契
約
の
成
立
時
の
書
面
の
交
付
、
財
産

の
分
別
管
理
及
び
管
理
事
務
の
報
告
の
５
つ
の
重
要
項
目
を
中
心
に
、
全
国
１
４
５
社
（
昨
年
度
１
４
６
社
）
に
対
し
て
立
入
検
査
を
行

い
、
61
社
（
昨
年
度
63
社
）
に
対
し
て
是
正
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

今
年
度
の
指
導
率
は
、
４
２
．
１
％
と
な
り
、
昨
年
度
（
４
３
．
２
％
）
と
の
比
較
で
は
、
１
．
１
ポ
イ
ン
ト
下
回
っ
た
も
の
の
、
過
去

５
年
間
の
平
均
（
４
０
．
９
％
）
と
の
比
較
で
は
、
１
．
２
ポ
イ
ン
ト
上
回
り
、
重
要
事
項
の
説
明
等
の
適
正
化
法
の
各
条
項
に
対
す
る

理
解
不
足
が
依
然
と
し
て
見
ら
れ
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
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３
．
是
正
指
導
事
項
別
の
傾
向
及
び
今
後
の
対
応
策

是
正
指
導
事
項
別
の
指
導
業
者
件
数
は
、「
重
要
事
項
の
説
明
等
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
契
約
の
成
立
時
の
書
面
の
交
付
」、「
管
理

事
務
の
報
告
」、「
財
産
の
分
別
管
理
」、「
管
理
業
務
主
任
者
の
設
置
」
の
順
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
度
と
比
べ
て
複
数
の
適
正
化
法
の
条
項
に
つ
い
て
是
正
指
導
を
受
け
た
業
者
は
減
少
し
て
お
り
、
是
正
指
導
事
項
別
の
指
導

立
を
昨
年
度
の
結
果
と
比
較
し
て
み
る
と
、
各
項
目
に
つ
い
て
減
少
傾
向
で
あ
る
も
の
の
、「
重
要
事
項
の
説
明
等
」（
２
６
．
２
％
（
昨

年
度
３
２
．
９
％
））、「
契
約
の
成
立
時
の
書
面
の
交
付
」（
２
３
．
４
％
（
昨
年
度
２
６
．
０
％
））
は
、
他
の
項
目
に
比
べ
て
指
導
率

が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

違
反
の
あ
っ
た
業
者
に
対
し
て
は
、
立
入
検
査
時
に
、
違
反
状
態
の
是
正
を
す
る
よ
う
に
指
導
を
図
っ
た
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
引
き
続

き
、
立
入
検
査
等
に
よ
る
法
令
遵
守
の
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
悪
質
な
適
正
化
法
違
反
に
対
し
て
は
、
適
正
化
法
に
基
づ
き
厳
正
か
つ

適
正
に
対
処
し
て
参
り
ま
す
。

ま
た
、
関
係
団
体
に
対
し
て
も
、
更
な
る
法
令
遵
守
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
研
修
活
動
等
を
通
じ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
全
般
の
適
正
化

に
向
け
た
指
導
等
を
図
る
よ
う
要
請
を
行
い
ま
し
た
。
以
下
に
、
適
正
化
法
の
各
条
項
ご
と
の
是
正
指
導
社
数
（
重
複
該
当
あ
り
）
を
示

し
ま
す
。

【
適
正
化
法
条
項
】【
是
正
指
導
社
数
】

①
管
理
業
務
主
任
者
の
設
置
（
第
５
６
条
関
係
）
２
社
（
昨
年
度
８
社
）

②
重
要
事
項
の
説
明
等
（
第
７
２
条
関
係
）
３
８
社
（
昨
年
度
４
８
社
）

③
契
約
の
成
立
時
の
書
面
の
交
付
（
第
７
３
条
関
係
）
３
４
社
（
昨
年
度
３
８
社
）

④
財
産
の
分
別
管
理
（
第
７
６
条
関
係
）
１
４
社
（
昨
年
度
２
２
社
）

⑤
管
理
事
務
の
報
告
（
第
７
７
条
関
係
）
２
７
社
（
昨
年
度
３
２
社
）』　
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ま
ず
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法
に
関
す
る
指
針
と
い
う
も
の

を
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
と
し
て
は
管
理
規
約
を
標
準
的
な
も
の

と
し
て
備
え
て
い
く
、
そ
れ
か
ら
管
理
会
社
に
お
い
て
は
、
契
約
書

を
用
意
す
る
。

　

簡
単
に
言
う
と
自
動
更
新
と
か
、
そ
う
し
た
も
の
が
で
き
な
く
な

り
管
理
業
務
主
任
者
を
し
て
重
要
事
項
説
明
せ
し
む
る
、
併
せ
て
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
士
と
い
う
自
主
自
律
、
主
体
性
を
も
っ
た
管
理
組
合

に
対
し
て
は
、
サ
ポ
ー
タ
ー
役
を
作
る
と
い
う
よ
う
な
方
向
性
が
、

こ
こ
の
中
で
体
系
立
て
て
出
て
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
等
を
踏
ま
え
た
上
で
管
理
組
合
が
自
主
的
に
長
期
修
繕
計
画

を
作
る
の
で
あ
れ
ば
あ
る
い
は
積
立
金
も
不
足
が
な
い
よ
う
に
す
る

の
で
あ
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
で
き
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
、
い
わ
ゆ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
会
社
は
、

法
令
的
に
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と

に
関
し
て
の
言
及
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
あ
わ
せ
て
専
門
家
の
支
援
と
い
う
こ
と
で
、
管
理
組
合
側

に
た
っ
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
支
援
の
仕
組


